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序 調査の目的 

 
本調査では、既存の鉄軌道を活用した地域づくりを通じて中心市街地の魅力向上を図ろうと

している自治体（ケーススタディ都市：富山市・岐阜市・いなべ市・広島市・熊本市）におけ

る中心市街地の現状や、鉄軌道など公共交通機関と連携した中心市街地活性化の可能性に対す

る関係者の意向を踏まえ、公共交通機関を活用しながら、中心市街地の魅力を高めるために必

要な取組みと各主体の役割について検討するとともに、この実現のための課題を明らかにする

ことを目的とする。 
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第Ⅰ部 富山市における調査報告 
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１．中心市街地の現状 

 

● 中心市街地には買物目的（特に高級品、贈答品などの非日常生活品の購入）目的で

訪問する人が多いが、小売業商店数及び年間販売額は減少傾向。 
● 既存アンケートによれば、商店主が今後ターゲットしていきたい年代としては、ヤ

ング層（10～20 歳代）～ミドル層（40～50 歳代）を回答する商店が多く、シルバ

ー層（60 歳代以上）は少ない。 
● 中心市街地周辺に必要な施設としては、商店主は１位が飲食店（50.3%）、２位が駐

車場（34.5%）、一般市民では１位が駐車場（52.4%）、２位が休憩所（32.7%）とな

っており、商店主と一般市民で差異が見られる。 
 
（１）概要 

富山市は、日本海に面し本州の中央にあり、北アルプスから流れ出る常願寺川、神通川

に育まれた富山平野の中央に位置する。 
市街地の中央を JR 北陸本線が通り、これと並行して、北側に国道 8 号線、南寄りを北

陸自動車道が通っている。また、南の中京圏とは、JR 高山線と国道 41 号線が結んでいる。

また、富山市は、近世初頭から県の中枢管理機能を持つ都市であり、現在では、官庁街や

公園と、総曲輪・西町・中央通りを中心とする商店街、レジャー街など都市機能が地域的

に分かれているが、江戸期に城下町としてなって以来、管理・消費・文化の中枢を担い発

展してきた。 
中心市街地エリアは、新総合計画及び都市マスタープランで位置づける都心地区及び中

央地域に属し、富山市の中心的な商業集積として総曲輪、西町、中央通り商店街（中心商

店街）と富山駅周辺地区を含み、二極化した両地区の連携と機能強化を図れる区域となっ

ている。また、活力低下の著しい中心商店街及びその周辺を重点区域として設定し、中心

市街地の中でも先行的、重点的に整備を行うこととされている。中心市街地の面積は約

243ha、うち重点区域は 70ha となっている。 
なお、2003 年に富山市が実施した「回遊性確保調査アンケート（一般市民用）」（発送

数 1,500 人（無作為抽出）、回収数は 836 人（回収率 55.7%））の結果によれば、重点区

域である中心商店街へ出かける目的としては「買い物」が一番多く、次が「飲食」となっ

ている。特に高級品、贈答品などを購入する目的で中心商店街を訪問する人が多い。 
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図表 富山市の中心市街地エリア 
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図表 中心商店街へ訪問する目的 
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資料：回遊性確保調査アンケート（一般市民用） 
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（２）商業の動向 

①市及び中心市街地の動向 

下の図は、富山市の小売業年間販売額と小売業商店数の推移である。 
小売業年間販売額に関しては、1982 年から 1994 年にかけて増加しているが、1994 年

をピークに減少に転じていることが分かる。さらに、1991 年以降は、小売業商店数も一

貫して減少している。2000 年の婦中町の大型店「フューチャーシティ・ファボーレ」開

店などに伴い、富山市内の小売業の競争環境も激化していると考えられる。 
 

図表 富山市の小売業の動向 
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資料：経済産業省「商業統計表」より作成 
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次に、中心市街地における商業動向をみると、商店数、従業者数、売場面積は平成 9 年

から平成 11 年にかけて増加、その後、平成 14 年にかけて減少しているが、年間販売額

については、平成 9 年から一貫して減少しており、富山市中心市街地内での商業活動の低

迷を読み取ることができる。また、歩行者通行量調査でも、中心市街地における通行量の

落ち込みが大きいことが伺える。 
 

図表 富山市中心市街地内における商業活動 
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資料：経済産業省「商業統計」に基づき経済産業省作成。 
 

図表 歩行者通行量の推移 

 

資料：平成１６年度歩行者通行量調査結果（富山市） 
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また、中心市街地内の人口を年齢 3 区分別にみると、総人口が減少する中で、65 歳以

上の高齢者が増加しており、高齢化率（人口全体に占める 65 歳以上人口の割合）は平成

7 年が 22.5％、平成 12 年が 24.6％と上昇している。 
 

図表 富山市中心市街地内の年齢 3区分別人口及び高齢化率の推移 
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資料：総務省「国勢調査報告」に基づき経済産業省作成。 
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②商業者の意識 

2003 年に富山市が実施した「回遊性確保調査アンケート（商店主用）」より、商業者の

現状に対する認識などを整理する。 
なお、このアンケートでは中心商店街を複数の地域にわけて集計しており、ゾーン区部

は下図のとおりである。アンケートの発送数は 300 店、回収数は 145 店（回収率 48.3%）

である。 
図表 回遊性確保調査アンケート（商店主用）におけるゾーン区分 

 
注 ：B ゾーン：平和通りの北側、東西は 41 号と市電通りの間、主に総曲輪、西町商店街 
   C ゾーン：平和通りの北側、市電通りの東側、主に中央通り、西町商店街 
   その他の地域：今回調査対象地域で B,C ゾーン以外の地域
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１）売上げの動向 

売上げの動向については、約半数の商店で「かなり減った」、約３割が「やや減った」

と回答しており、あわせて約８割の商店が減少していると感じている。これは中心市街地

における年間販売額の減少と合致した結果である。ゾーン別にみると、ゾーンＣ（平和通

りの北側、市電通りの東側、主に中央通り、西町商店街）において「かなり減った」と回

答した商店が多い。 
 

図表 ２，３年前と比べた店の売上げの変化 
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23.1%
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29.7% 49.0%
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56.9%
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

Ｂゾーン

Ｃゾーン

その他の地域

かなり増えた やや増えた ほとんど変わらない やや減った かなり減った
 

資料：富山市「回遊性確保調査アンケート（商店主用）」 

 
 
２）来客数の動向 

来客数の動向についても、売上げの動向と同様に、約半数の商店で「かなり減った」、

約３割が「やや減った」と回答しており、あわせて約８割の商店が減少していると感じて

いる。 
 

図表 ２，３年前と比べた来店数の変化 

12.4%

10.8%

2.7%

4.6%

0.0%

2.8%

8.1%

4.6%

4.8%

5.5%

19.0%

8.1%

29.0%
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49.7% 0.7%
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全体
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Ｃゾーン
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資料：富山市「回遊性確保調査アンケート（商店主用）」 
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３）顧客の年代（現在と今後増やしたい年代） 

現在の客層の年代については、特に偏りはないと回答した商店が１／４程度であるが、

その他にはヤング層とミドル層が多いと答えた商店が多い。今後ターゲットとしたい年代

については、現在の年代と比べてヤング層とミドル層が減り、ファミリー層が増えるとい

う結果になっている。 
 

図表 現在の客層の年代と今後ターゲットとしたい年代 

18.6% 20.0%

24.8%

13.1%

15.9%

11.0%

6.2% 20.0% 8.3%

7.6%

24.8%

29.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

今後の客層

現在の客層

ヤング層（10～20歳代） ファミリー層（30～40歳代） ミドル層（40～50歳代）

シルバー層（60歳代以上） とくに偏りはない 無回答

 
資料：富山市「回遊性確保調査アンケート（商店主用）」 
 
 
４）中心商店街周辺に必要な施設 

中心商店街周辺に必要な施設については、「回遊性確保調査アンケート（商店主用）」及

び「回遊性確保調査アンケート（一般市民用）」両方で質問しているので、その両者を比

較した結果を示す。 
両者の意識には差異が見られるが、商店主は１位が飲食店（50.3%）、２位が駐車場

（34.5%）、一般市民では１位が駐車場（52.4%）、２位が休憩所（32.7%）となっており、

いずれも、駐車場が必要な施設として挙げられている点は共通する。 
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図表 中心商店街周辺に必要な施設（上位３つまでの複数回答） 
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資料：富山市「回遊性確保調査アンケート（商店主用）、回遊性確保調査アンケート（一般市民用）」 
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（３）中心市街地における公共交通の動向 

富山駅には、JR 北陸本線、JR 高山本線、富山地方鉄道本線、富山地方鉄道不二越線が

乗り入れており、富山駅前バスターミナルに市内バス及び郊外バス、高速バスが乗り入れ

ている。また路面電車も駅前にアクセスしており、富山駅周辺は広域及び市内の交通ター

ミナル機能としての性格を有している。 
路面電車は、約 8 分間隔で運転されており、中心市街地内への貴重な移動手段となって

いる。 
路線バスは、富山駅を起点として路線が延びており、そのほとんどが中心市街地内を通

っている。停留所の間隔は 250ｍ～500ｍとなっている。 
また、コミュニティバス「まいどはや」が１ルート運行しており（2005 年 4 月 6 日よ

り 2 ルートに拡大）、運賃は小学生以上１回 100 円、午前９時から午後７時まで２０分間

隔、３１便で運行している。ただし、一方向の運行である。 
富山市においては、他の地方都市と同様に車社会が進展しており、これによる、JR、地

方鉄道、路面電車、定期路線バスの全てにおいて乗降客が減少している。 
 

図表 中心市街地を運行する富山の路面電車 

  

 
参考：国土交通省調査における検討 ～富山市における鉄軌道の活性化による公共交通を

中心とした地域づくり検討会での意見～ 

・自動車よりも公共交通の方が中心部の滞在時間が長いと言われている。都心と郊外の

どちらを対象とするのか。中心部の活性化という観点から、公共交通で郊外から都心

に来てもらうことが一つのスタンスとしてある。 
・一家に 2 台も自動車を保有している富山市民の意識変革が重要である。サービス向上

により地鉄の利用者が増加したように、何らかの働きかけが必要ではないか。 

資料：富山市における鉄軌道の活性化による公共交通を中心とした地域づくり検討会資料 
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２．中心市街地や公共交通に対する市民ニーズ 

 
（１）市民ニーズ聴取の方法 
①グループインタビューの目的 

中心市街地と交通環境に対する市民ニーズに対して、現状の施設やサービスレベルが十

分に応えられていないことが、中心市街地の衰退と公共交通利用者数の減少の一因となっ

ているものと予想される。こうした市民ニーズは、既存のアンケート調査の集計結果だけ

からでは十分に読みとることはできない。 
そこで本調査では、高齢者や主婦、学生などの地域住民を対象とした市民グループイン

タビューを開催し、現状における中心市街地及び公共交通の課題及び中心市街地における

活動ニーズ、新たな魅力を創出してゆくために必要とされる取組みについて、市民の立場

での意向を把握した。 
 

②グループインタビューとは 

グループインタビューとは、ヒアリング対象となる市民のグループをつくり、グループ

ごとに意見交換を行う手法であり、通常の個別ヒアリング調査やアンケート調査とことな

り、以下のようなメリットがある。 
 
・ 行政機関や商業者などが気づいていない中心市街地の魅力や課題について、把握す

るきっかけとなる。 
・ 市民が持つ中心市街地に対する意見をより具体的に聴取・把握することができる。 
・ 自分の意見だけでなく、他の参加者の意見を聞くことで、自分の考えを改めて整理・

発言することができる。 
 
本市におけるグループインタビューの実施状況は次表の通りである。 
 

属性（世代、居住地等） インタビュー対象人数 
２５才以下、市内大学へ通う学生 ５名 
６０才以下、路面電車沿線あるいは郊外

に居住 
５名 

６０才以上、路面電車沿線あるいは郊外

に居住 
７名 
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（２）中心市街地の良い点・悪い点 
①中心市街地の良い点 

富山市民に対するグループインタビューの結果から、富山市中心市街地の良い点を整理

すると下図の通りとなる。指摘の内容からみて、商店街自体のイメージ、及び観光資源の

存在に対する評価と、中心市街地の個性的な商店に関する評価に区分される。 
特に若年層から、中心市街地でしか購入できないものや、郊外の大型店ではあまり販売

していない洋服を売っている商店の存在を指摘する声があった。また、歩くたびに新たな

発見があることを面白みとして捉える意見も出ており、決まったお店を巡るルートがある

との声も聞かれた。その他にも、「１つ１つの店の魅力は大型店より高い」、「老舗がある」、

「ステレオタイプではない魅力がある」、「猥雑な雰囲気がよい」、といった中心市街地の

個性を評価する声があった。こうした点は今後も中心市街地が積極的に活かすべき「強み」

であると考えられる。 
また高齢者からは、富山市自体は薬売り、立山の眺望など魅力的な観光資源を有してい

るのだから、それを活用すべきとの声も聞かれた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
         ：２５才以下の発言           ：６０才以下の発言 
 
         ：６０才以上の発言    （以下、同様） ・・・・・ 

・・・・・ ・・・・・ 

「やわしい」、猥雑な雰囲気のところ

が昔あって、そういうところには人が

集まってくる。焼き鳥の匂いが漂って

くるような感じがよい。 

観光資源・イメージ

中心市街地にしかないもの

を売っているお店がある。古

本屋さんなど。 

個性的な商店

富山市 中心市街地の良い点 

古鍛冶町は歩道に融雪施設がある。

とてもよいと思う。 

洋服でも、見ておきたいと思

う決まったお店がいくつか

あって、中心市街地へ来ると

きは、きまったお店を巡るル

ートがある。 

郊外の大型店だとそこに入

っている店は行かなくても

分かるけど、中心市街地の場

合、店の変化もあったりし

て、歩くたびに発見があると

いうのは面白い。 

その他

老舗の存在は魅力的ではある。ファボ

ーレにあるお店は全国チェーン。寿司

栄の寿司はそこにしかない。●●の△

△が食べたい、という人は中心地に行

くはず。 

彼氏へのプレゼントを買い

に来る。郊外の大型店にはあ

まりメンズの店舗が入って

いない。 

日本にこうした３０００ｍ級の山

がならんでいるところは他にない。

富山の人はそれに慣れすぎてしま

っている。市役所の展望台からみれ

ばそれは凄い眺め。 
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②中心市街地の悪い点 

グループインタビューの結果から、富山市中心市街地の悪い点を整理すると、次ページ

図の通りとなる。指摘の内容から見て、大きく、各商店の商品・サービスに対する指摘と、

街の魅力や生活の利便性に関する指摘に区分される。 
 

１）各商店の商品やサービスに対する評価 

各商店の商品・サービスに関しては、若年層からは、「女の子向けの雑貨店など若い人

が好む店舗はあるが、セレクトショップが多く、価格が高い」との印象をもたれている。

また、客が少なく、間口が狭いため、自分のペースでゆっくりと店の中を見て回れるよう

な商店が少なく、店員に見られているような感覚が嫌だ、という指摘も聞かれた。また、

商店の照明が暗くイメージが悪いといった指摘も出るなど、「そもそも商店に入りにくい」

といった印象をもたれていることがわかる。こうした点は、既存のアンケート調査ではあ

まり見いだされなかった視点であると考えられる。なお、「トイレが少ない」ことについ

ての不満も聞かれた。 
60 才以下の層からは、中心市街地は業態が偏っており、「スポーツ用品など自分が欲し

いものを買えない（昔はスポーツ用品店もあったが今はなくなった）」、「大型店なら全て

揃っている」、「中心市街地では子供を遊ばせるところがない」、「食事をするところがない」

という大型店と比較しての弱みが多く指摘された。大型店の「何も考えないで買い物でき

る」という利便性と比べて、商店街の敷居の高さ、不便さがクローズアップされた形と言

うことができる。また、閉店時間の早さに対する指摘も多く聞かれた。 
 

２）街の魅力や生活の利便性に対する評価 

街の雰囲気については、高齢層からは、昔夜店があった当時を回顧して、それに比べ

て現在の活気のなさを嘆く声が聞かれた。また、地理的な条件であるが、現在の商店街

が一本道しかなく、周遊性がない、といった声や、病院もなく生活がしづらい、との意

見があった。 
 



 

Ⅰ-15 

 

【店への入りにくさ】 
中心市街地の商店はお店の

電気が暗い。暗いところは入

りにくいし、入ると出にく

い。 
店員に見られているとゆっ

くりとウィンドウショッピ

ングができない。個性的なお

店なのはいいが、間口が狭か

ったり、入りづらいのが良く

ない。

【業態の偏り】 
中心商店街は業態が片寄っ

ている。おかし、洋服、靴な

ど。自分が本を買いたい、ス

ポーツ用品を買いたい、とい

うときにそういう店がなく

なってしまっている。イオン

などの大型店なら揃ってい

る。 

商品・サービス

街の魅力・生活の利便性

富山市 中心市街地の悪い点 

【飲食店の少なさ】 
決定打は飲食店。昔は総曲輪

にも中央通りにも、飲食店が

たくさんあった。 
映画館もたくさんあった。 

【閉店時間の早さ】 
総曲輪や中央通りは昔夜中

でも、遅くまで、８時くらい

までは夜店をやっていた。日

常的に、そこに住んでお店を

やっていた。そこで戸をたた

けばお店が開いた。だから活

気があったのだ。 

【価格の高さ】 
セレクトショップが多いの

で高そう。 

【大型店との比較】 
郊外の大型店は気兼ねなく

行かれる。また、時間を気に

せずに行かれる。 
映画もシネコンが大型店に

併設されているので、中心市

街地の古い映画館にいくこ

とはない。 

【失われた活気】 
３０数年前、市電がまだうん

と張り巡らされていたとき、

中学生くらいだった。そのと

きの活気は東京と同じくら

いだった。市電が A 系列、B
系列とあって、人がたくさん

いた。中学生くらいまでは西

町にいくのが、東京にでるみ

たいで楽しみだった。そのと

きは町としての回遊性があ

った。それが時代がすすむに

つれて、寂しくなった。 

【生活のしづらさ】 
中心市街地は生活はしにく

い。大きな病院もない。 

【周遊性の欠如】 
いま中心市街地１本なので周遊性

がない。お城の向の角に住んでいる

が、昔はお城で何かあると人がたく

さんでた。その角にあった銀行がつ

ぶれてしまった。そこに明るいスー

パーでも何かあれば、にぎやかにな

ってよいのだが。しかし、結局そこ

に精神病院が建つことになってし

まった。 

【幅広い層への対応】 
若い人向けの店が多すぎる

のではないか。お母さんにと

っても、私のとっても欲しい

ものが売っている店がない。

年齢層をもっと広げる必要

がある。一番お金持っている

年齢、例えば子供が大学を卒

業して独立したような世代

が使いたくなるような店が

あれば。 

【トイレが少ない】 
商店街にトイレがない。ま

た、段差が多くベビーカーが

押しにくいという話を聞い

たことがある。 
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（３）市民が求める中心市街地での過ごし方 

グループインタビューの結果から、市民が求める中心市街地での過ごし方を整理すると

次ページ図の通りとなる。市民は中心市街地を買い物の場としてだけではなく、イベント

の観覧、文化・芸術活動、故郷の魅力の紹介などの多様な時間を消費する場として期待し

ていることが分かる。また、買い物にしても、多様なブランドを見比べることができる場

を望んでいることがわかる。 
 
 

 
 

集まる・過ごす・買う
【イベントの観覧】 
沖縄に行ったときに、国際通

りは夜遅くまで多くのお店

を開いていた。演劇やダンス

を広場でやっていた。富山と

は人の数まったくが違う。富

山でも人が集まるイベント

は有効ではないか。 

学ぶ 

市民が求める中心市街地での過ごし方

【多様なブランドの買い物】

マリエのようなファッショ

ンビルがもっとほしい。仙台

にいったらいろいろな世代

向けの店が入ったファッシ

ョンビルが結構あった。20
代後半～30 代前半向けの洋

服店が集まっているような

ファッションビルが欲しい。

マリエはもっと若い世代だ。

【美術館での芸術鑑賞】 
美術館のようなものが欲し

い。そのほか芸術鑑賞できる

ような場所がほしい。 

【生涯学習・文化学習】 
文化・歴史を学習できる場が欲し

い。 

【市街地の周遊】 
市街地をゆっくり周遊して楽しみ

たい。 

【食事をする】 
町にいったらどこかで何か

を食べる、という楽しみが絶

対あるはず。 

【夜店を楽しむ】 
小さい頃は歩いて夜店によく行っ

ていた。路面電車の向かい側に店が

たくさんあった。そういう雰囲気が

故郷を愛することに繋がっていく

のではないか。 
【故郷の魅力の紹介】 
富山の駅をでたお客さんから、売薬

のお店に行きたいと言われる。これ

だけ富山は薬で名を売っているの

だから、富山駅から薬屋巡りで巡回

するバスを出してみてはどうか。い

までは駅前のビルの５階にあるお

店を紹介するくらいしかできない。

【家族で来る】 
いまのおじいちゃんとおばあち

ゃんが孫と一緒に来て、中心市街

地の楽しさを伝えればよいのだ

ろう。 
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（４）中心市街地を取り巻く交通環境に対する評価 
中心市街地を取り巻く交通環境（駐車場の利用環境を含める）に対する市民の評価を整

理すると次ページ図の通りとなる。大きく、自家用車の利用環境である駐車場に関する評

価と、公共交通機関全般に対する指摘に大別される。 
 

 ①駐車場に対する評価 

若年層からは、「車で中心市街地へ行くことが多いが、駐車料金がかかる点に抵抗を感

じる」、「駐車料金がかかるので、特定の買い物があるならばいいが、ウィンドウショッピ

ングにわざわざ中心市街地へ来ようとは思わない」との声が聞かれた。一方、高齢層から

は「郊外のスーパーのような安い駐車場をつくればかなり活性化に貢献するのではない

か」との声が聞かれた。既存のアンケート調査では、駐車場を必要とする声が多かったが、

駐車場を整備するとしても、それが非常に安い料金、あるいは無料でなければ活用されな

い可能性が示唆される。 
 
 ②公共交通機関に対する評価 

若者層については、車を保有している人は、常に車で移動しているとの意見が聞かれた。

車を保有していない市民からみると、バスは運賃が高く、定時性が低い交通機関として認

識されている。一方、市電は、中心市街地へのアクセス手段だけでなく、中心市街地内の

周遊手段として利用されている。また、高齢化の進展を受け、高齢者が安全に中心市街地

へアクセスする為の手段として公共交通機関の役割が増す、あるいは高齢者にとってコミ

ュニティバスは必要、との意見も聞かれ、若年層も自身が利用する立場ではないが、長期

的に見た場合、公共交通機関の必要性については認識していると思われる。 
60 才以下の層からは、「昔は市電が一周していたので便利であったが、今は周遊性がな

く不便」、「街に向かっていくバスがなく、利便性が低い。中心の西町付近にバスターミナ

ルがあればよい」など、公共交通の利便性の低さを指摘する声が多く聞かれた。またドイ

ツの「バス＋タクシー（1 ユーロ）で自宅から中心市街地へ行ける」という仕組みを引き

合いに出し、こうした仕組みを作っていけるような柔軟な発想が必要との意見もあった。

コミュニティバスも通っているが、「20 分に 1 本で一方向回りでは中途半端で不便」との

厳しい指摘があった。しかし、全体として公共交通自体の重要性は認識されており、その

利便性向上のために思い切った政策が必要では、というのが全体のトーンであったと思わ

れる。 
60 才以上の層からは、昔の市電が充実していた頃を知る人が多いため、公共交通の重

要性は十分に認識されており、「駐車料金に比べて割安に成れば公共交通機関を使う人が

多くなるのでは」「公共交通を便利にすることが活性化の第一条件」「コミュニティバスを

もっと増やしていくべき」といった、公共交通の積極的な活用を求める声が多く聞かれた。 
 



 

Ⅰ-18 

 
 

・ 

【駐車場】 
郊外の大きなスーパーにい

くと、高山などの県境からど

んどん車が来ている。安い駐

車場をつくればかなり活性

化に貢献するのではないか。 

【路面電車の活用】 
市街地を活性化するために

は、車がないといけない、総

曲輪にいっても駐車場がな

い、という状態を打破しない

といけない。それには路面電

車が必要。コミュニティバス

が入ったが、７時で終わって

しまう。活性化は夕方からや

るべきなのに。 

【駐車場】 
車を持っているので、車で来

るが、駐車場がすくなく、駐

車料金がかかる点に抵抗を

感じる。日曜日は県庁の駐車

場が解放されているが、なか

なか空いていない。駐車料金

がかかるので、特定の買い物

があるならばいいが、ウィン

ドウショッピングにわざわ

ざ中心市街地へ来ようとは

思わない。 

中心市街地を取り巻く交通環境に対する評価

駐車場 
の利便性 

公共交通の利便性・必要性

【公共交通機関の活用】 
病院が郊外にでてしまった。

なぜそんな郊外にいくのか、

ということを聞いたら、駐車

場の問題と言われた。しかし

公共交通機関を便利にすれ

ば解決できる。 

【バス路線の拡大】 
昔は中心市街地に魅力があ

った。夜店があって、下駄を

履いて回れた。いまは足がな

い。いまやっているコミュニ

ティバスのようなものを増

やしていくべきではないか。

いまのバス路線は病院中心

に回っている。交通網の不便

さがまず問題。まだどの路線

に乗ればよいのかがわから

ない。ああいうものの路線の

循環をさせた方がよいので

はないか。

【公共交通の不便さ】 
職場は西町の近くの古鍜冶

町。でも、車で通勤している。

まいどはやバスも近くを通

っているが、一方しか回ら

ず、間隔も 20 分おきなので

不便で使わない。公共交通は

毎日使うものだから安くて

便利じゃないと使えない、と

いう思いがある。中心市街地

に近いのだが、公共交通がな

くなっているので中心市街

地に向きにくいエリア。 【バスの不便さ】 
バスは運賃が高く、定時性が

低い。 

【コミュニティバスの必要性】 
卒業論文でコミュニティバスに

ついて調べたので乗った。高齢化

が進んでいるので高齢者にとっ

てはいいであろう。ただし、一方

向のみの運行であるので不便な

のかもしれない。40 分で一周す

るので、そこまで遠いとは思わな

いのだが。 

【バス停のアメニティ】 
バス停は屋根がないから傘

をさしてならぶのが厳しい。

また椅子があった方がよい。

【市電での周遊】 
たまに市電を乗り継ぐこと

もある。トラムカードも持っ

ている。 

【駐車場】 
喫茶店でお茶を飲みたく

ても駐車場がない。 

【車を持たないでも生活できるシステム】 
車をもっていなくても路面電車で来られる、と

いうだけでなく、「車を持たないでも生活でき

る」というシステムをつくる必要がある。 
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（５）まとめ 

市民の中心市街地に対する評価及びニーズを整理すると下表の通りとなる。 
市民からは、商店街自体の魅力のなさ、さらにそこへ行くアクセス手段としての公共交

通及び駐車場の利便性の低さが指摘されており、その両方が中心市街地全体の魅力を引き

下げていると考えられる。 
一方で、中心地での文化学習・歴史学習のニーズや、豊かな観光資源を活かしていくニ

ーズも聞かれ、潜在的には多様なニーズがあるとも考えられる。こうしたニーズを巧くく

み取り、街の魅力を高めた上で、さらに交通の利便性も高めていくことが、結果として中

心商店街の活性化に繋がると考えられる。 
 
 

 市民のニーズ 
良い点  

 
 

悪い点  
 
 
 

市民が求める 
過ごし方 

 
 
 
 

交通環境  
 
 
 
 
 

 
 
 

観光資源の存在 
人が集まるイメージ

個性的な商店 

商品・サービ

スの魅力欠如

街の魅力の欠如 
生活のしづらさ 

集まる・過ごす・買う 学ぶ 

駐車場の 
低い利便性 

公共交通 
の必要性の高さ 

公共交通 
の不便さ 

「歩くたびに発見がある」 
「中心市街地でないと売って

いないものがある」 

「立山の眺望が素晴ら

しい」 
「昔の猥雑な雰囲気が

よかった」 

「店に入りづらい」 
「価格が高い」 
「業態が偏っている」 

「病院もなく生活しづら

い」 
「周遊性がない」 

「多様なブランドを見比

べたい」 
「 イ ベ ン ト を 観 覧 し た

い」 

「美術館など、芸術鑑

賞ができる場が欲しい」

「文化・歴史を学習でき

る場が欲しい」 

「駐車料金がかかるので、特

定の買い物があるならよい

が、ウィンドウショッピングは

しない」 
「安い駐車場をつくればかな

り活性化に貢献するのでは

ないか」 

「いまやっているコミュニティ

バスを増やしていくべき」 
「高齢者にとってはコミュニテ

ィバスは重要」 
「市街地を活性化するために

は路面電車が必要」 

「コミュニティバスは夕方で終

わってしまう」 
「コミュニティバスは一方向で 
間隔も 20 分おきなので不便

で使わない」 
「バス停は屋根がないから傘

をさしてならぶのが厳しい」 
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３．商業者意識と市民意識との比較 

 
本調査で実施したグループインタビューと、富山市が 2003 年に行った「回遊性確保調

査アンケート（商店主用）」、及び関係機関へのヒアリング結果から、関係機関の意識と市

民ニーズとの間にギャップが見られる項目及びそれらのギャップに関連して中心市街地

で対応する必要があると考えられる点について整理する。 
 
（１）既存の連携事業（コミュニティバス「まいどはや」）に対する意識 
 
①コミュニティバス「まいどはや」、共通乗車券引換券発行の取組みの概要 

コミュニティバス「まいどはや」（運営主体：まちづくりとやま）は、現在富山駅前と

中心市街地（総曲輪通り、西町、中央通り）を結ぶ形で１ルート（中央ルート）を運行し

ており（2005 年 4 月 6 日より酢水町ルートが運行開始）、運賃は小学生以上１回 100 円、

午前９時から午後７時まで２０分間隔、３１便で運行している。ただし、運行は１方向の

みである。 
 

図表 富山市のコミュニティバス「まいどはや」の運行ルート図 
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また、「まいどはや」の運行にあたり、地鉄電車・バスでも利用できる共通乗車券引換

券が発行されている。具体的には、中心商店街にある共通乗車券加盟店で 2,000 円以上の

買い物をし、その際に市内電車及び「まいどはや」で配布されている共通乗車券引換券を

提示すると、共通乗車券（１枚 100 円）がもらえ、それを用いれば「まいどはや」は無

料で、地鉄電車・バスは 100 円引きで乗車できるという仕組みになっている。 
なお、この共通乗車券については、たとえば大手モール振興会の場合、振興会より半額

補助を行っている。そのため、各個店は 11 枚つづりの共通乗車券を元値 1,000 円の半額

の 500 円で購入することができる。他の中央通り、総曲輪通り等の商店街については各

個店の 100％負担で、商店街からの補助はない。 
また、各商店街における加盟店数は、総曲輪通り 80 店舗中 49 店、西町商店街 74 店舗

中 22 店、中央通商店街 130 店舗数 50 店、その他の商店街等 73 店となっている。 
 

 
 
 

②コミュニティバス「まいどはや」に関する市民ニーズと関係機関の意向 

これらの取組みに対する市民のニーズと、商業者、TMO、交通事業者、行政の意向を

以下に整理する。 
 

市民ニーズ（グループインタビュー結果より） 

【コミュニティバス｢まいどはや｣について】 

・職場は西町の近くの古鍜冶町。でも、車で通勤している。まいどはやバスも近くを通っ

ているが、一方しか回らず、間隔も 20 分おきなので不便で使わない。公共交通は毎日使

うものだから安くて便利じゃないと使えない、という思いがある。 
・昔は中心市街地に魅力があった。夜店があって、下駄を履いて回れた。いまは足がない。

いまやっているコミュニティバスのようなものを増やしていくべきではないか。 
【共通乗車券引換券について】 

・大和デパートで、100 円の乗車券をもらえるが、2,000 円買っても 100 円、10,000 円買

っても 100 円、というのがおかしい。 
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関係機関の意向（ヒアリング調査結果より） 

【商業者】 

・自分の商店はまいどはやバスのバス停の目の前だが、正直、あまりバスを使って来られ

る人がいない。車が中心。共通乗車券があるからといって、まいどはやバスで来る人が

増えたイメージはない。 
・2,000 円お買いあげにつき１枚渡す、ということになっているが、渡す枚数は個店の判断

でよいのではないか。常連さんであれば、その日に買った物がなくても、「また来てくだ

さいね」ということで１枚渡してもよい。マニュアルがない世界だから、そういう柔軟

な対応ができるはず。 
 
【TMO（まちづくりとやま）】 

・他の地域の TMO は、テナントミックスを事業の中心としていると思うが、それによって

活性化するかは疑問。まちづくりとやまとしては、人が街に出て行き易い環境をつくり

たいと考えている。その一環でコミュニティバス（まいどはや）もやっている。それに

対して、商店街がどう対応するかが問題。 
・まいどはやについては、グループインタビューで否定的な意見もあったようだが、実際

にコミュニティバスが走っている沿線の人に聞けば便利と答えるのではないか。 
・共通乗車券については、まいどはやが走り始めてから数ヶ月後に導入した。１日約 60 便

で約 650～700 人を乗せている。おでかけ定期券も約 1 万 4,000 人の人が持つようになっ

たと聞いている。富山地方鉄道の人にも言っているが、「車も便利だが、公共交通機関に

シフトすると、これまで見えて来なかった者が見えてくる」と考えている。 
 
【交通事業者（富山地方鉄道）】 

・まいどはやバスを受託運行させていただいているが、公共交通やまいどはやバス等が整

備されるから街がにぎやかになるというものではない。どうしても車相手で地価の安い

場所に立地している郊外店に負けているような気がする。本来は、なんとなくバスに乗

って、なんとなく中心地に来る、という人を増やしていかないといけない。 
・まいどはやバスも「料金 100 円」ありきでスタートしたが、本来は収支をある程度考え

て実施するべきだと思う。まいどはやがスタートしてからは、市電や路線バスも減収に

なっている。 
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【行政】 

・まいどはやは中心市街地の活性化をメインとした事業の１つ。頻度を増やして欲しい、

反対回りもつくって欲しい、といった意見が投げかけられているが、反対回りができな

いのは、やはり乗る人が少ないから。現状の倍の利用者が見込めないと苦しい。 
・こうした事業は、最終的には商業者の協力を取り付けられるかが鍵。商業者の中には「こ

うした取組みを行ってなんの効果があるのか」という声も多い。 

 
先述の「回遊性確保調査アンケート（商店主用）」によれば、約７割が「まいどはや」に

ついて「自店にはあまり影響はないが、商店街全体にとってはプラスだと思う」と回答し

ており、商店街全体としては一定の評価をしていることが読み取れる。 
 

図表 商店主のコミュニティバス「まいどはや」に対する評価 

  

67.6%2.1%

4.8%

1.5%

0.0%

13.1%

4.8%

15.2%

18.9% 64.9%

73.8%

65.2%

7.1%

13.6%

8.1%

10.3%

5.4%

1.5%

7.1%

4.1%

2.8%

2.4%

3.0%

2.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

Ｂゾーン

Ｃゾーン

その他の地域

自店にとって効果が大きい

自店にとって、ある程度はプラスになっている

自店にはあまり影響はないが、商店街全体にとってはプラスだと思う

自店にとっても、商店街全体にとっても、あまりプラスだとは思わない

その他

無回答  
資料：富山市「回遊性確保調査アンケート（商店主用）」 

 
 以上の市民の意識、関係機関の意向をまとめると次ページの図のようになる。こうした

連携事業については、商業者・TMO は「課題をかかえつつも一定の効果がある」と認識し

ているが、市民はより高いサービスレベルを求めていることがわかる。一方で、交通事業

者・行政は収支の観点を重視しており、サービスレベルを向上させるためには利用者の増

加と商業者の協力が必要であると考えている。 
 これらのことから、今後はまず市民ニーズを考慮したコミュニティバスのサービスレベ

ルの向上が必要である。これには利用者増と収支の確保が条件となるが、そのために利用

者の「囲い込み」を効率的に行う仕組みが必要となる。また、共通乗車券については連続

ポイントにする等のわかりやすい仕組みとし、これを利用者及び商店街の顧客の「囲い込

み」に活用することが望ましい。また、交通事業者・商業者などが費用負担等について協

議する場を設ける必要がある。 
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図表 市民ニーズと関係機関の意識の整理（まいどはや及び共通乗車券について） 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市民ニーズ 

●一方通行で 20 分間隔では不

便で使いづらい⇒サービスレ

ベルのアップ、路線拡大を要

望。 

●共通乗車券については 2,000

円以上いくら買い物をしても 1

枚しかもらえないことに対して

不満。 TMO の意識 
○沿線の人にとっては

やはり便利ではない

か。 
 

中心市街地で対応する必要が

あると考えられること 

 

市民ニーズを考慮したサービス

レベルの向上 

⇒そのためには利用者増と収支

の確保が条件 

⇒利用者の「囲い込み」が必要 

 

共通ポイントシステム等の利用

しやすい仕組みの構築 

 

交通事業者・商業者などが費用

負担等について協議する場の

設定 

 
ギャップ 

商業者の意識 
○まいどはやは商店

街全体には効果が

ある。 
●自分の商店にはあ

まり影響がない。共

通乗車券の効果も

実感できない。 

交通事業者の意識 
●これらの整備が街を

賑やかにするとは決

して思えない。 
●収支をある程度考え

て実施するべき。まい

どはやバス以降、市電

や路線バスも減収 

行政の意識 
●サービルレベル

向上のためには

利用者の大幅増

が必要。 
●最終的には商業

者の協力が鍵。 

一部にギャップあり 

概ね一致
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（２）ターゲットとするべき年齢層 

ターゲットするべき年齢層については、商業者と市民の間で意識のギャップが確認され

た。 
「回遊性確保調査アンケート（商店主用）」によれば、商業者は今後ヤング層～ミドル

層をターゲットにしていきたいと考えているが、市民へのグループインタビューによれば、

ヤング層はファッションビルなど欲しい施設がない、また魅力的なイベントが少ない、と

感じており、またファミリー層・ミドル層は遊び場がなく子供連れで来にくいと考えてい

る。 
 

図表 現在の客層の年代と今後ターゲットとしたい年代（再掲） 

18.6% 20.0%

24.8%

13.1%

15.9%

11.0%

6.2% 20.0% 8.3%

7.6%

24.8%

29.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

今後の客層

現在の客層

ヤング層（10～20歳代） ファミリー層（30～40歳代） ミドル層（40～50歳代）

シルバー層（60歳代以上） とくに偏りはない 無回答

 
資料：富山市「回遊性確保調査アンケート（商店主用）」 

 
また、商業者に対するヒアリング調査結果によれば、商業者の中にはイベントを実施し

ても売上の向上に結びつかないと考える人も多く、イベントを活用して客を呼び込もうと

する意識も少ない。この点でも商業者の意識と、市民のニーズにギャップがある。 
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関係機関の意向（ヒアリング調査結果より） 

【商業者】 

・6 月の山王まつりは毎年 20 万人程度の集客があるが、にぎやかにはなるが、逆に露店が

多くでるので、商店街としては商売あがったりになる。そんなイベントをやっても、仕方

ないのでは、という人もいる。商魂がもっとたくましければ、イベントで集まった人を呼

び込むために、その客層にあわせたものを置いたりするのだろうが、なかなかそこまで行

かない。 
【TMO（まちづくりとやま）】 

・中心商店街には若者向けの店が多いが、今後はお年寄りの比率があがり、またお年寄り

はお金を持っている。商店街も大胆な業種転換でお年寄りにも対応するとことがあってよ

い。 
【行政】 

・商店街側が若者の意見を捉え切れていないのが現状。昔からの既成の概念がまだ強く残

っている。量販店が欲しいというニーズもつかみ切れていない。商店街全体として活性化

していこうという意識は低い。 

 
 
 

図表 市民ニーズと関係機関の意識の整理（ターゲットとする年齢層について） 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市民ニーズ 

●ファッションビルなど多様なブ

ランドを見比べることができる

商業施設がない。また魅力的

なイベントが少ない。 

●子供を遊ばせるところがなく、

子供連れでは来にくい。 

TMO の意識 
●商店街も大胆な業種

転換でお年寄りにも

対応するとことがあ

ってよい。 

中心市街地で対応する必要が

あると考えられること 

 

休憩所、老舗の誘致など高齢者

をターゲットとした空間づくり 

 

多様なブランドが比較できる商

業施設の誘致 

 

子供の遊び場などファミリー層

向けの施設整備 
ギャップ

商業者の意識 
○今後はヤング層～

ミドル層をターゲ

ットとしたい。 
○イベントをやって

も売上に結びつか

ないので仕方ない。

行政の意識 
●昔からの既成の

概念がまだ強く

残っている。量販

店が欲しいとい

うニーズもつか

み切れていない。 

ギャップ 
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（３）その他の市民ニーズと対応が必要と考えられる点の整理 
 その他の市民ニーズと、今後対応する必要があると考えられる課題を以下に整理する。 

市民ニーズ 中心市街地で対応する必要があると 

考えられること 

【中心市街地のイメージ】 

■「やわしい」、猥雑な雰囲気が昔の中心市街地には

あって、そういう所には人が集まってくるはず。 

■中心市街地には店の変化もあり、歩くたびに新しい

発見がある 

■個性的なお店なのはよいが、お客さんが少なくお店

に入りづらい 

 

店の個性、街全体の界隈性などの「強み」を十分

に活かすために、「顧客の囲い込み」により一定

程度の集客、にぎわいをまず確保する必要 

 

商店の個性、新しい発見を活かすため、来街者が

街の情報を自由に取り出せる仕掛けをつくる必要

【中心市街地の業態の偏り】 

■中心商店街は業態が片寄っている。おかし、洋服、

靴など。自分が本を買いたい、スポーツ用品を買い

たい、というときにそういう店がなくなってしまっ

ている。イオンなどの大型店なら揃っている。 

■決定打は飲食店。昔は総曲輪にも中央通りにも、飲

食店がたくさんあった。映画館もたくさんあった。

■若い人向けの店が多すぎるのではないか。お母さん

にとっても、私のとっても欲しいものが売っている

店がない。年齢層をもっと広げる必要がある。一番

お金持っている年齢、例えば子供が大学を卒業して

独立したような世代が使いたくなるような店があ

れば。 

 

飲食店、スポーツ用品店など不足している業種の

誘致 

 

 

 

 

 

幅広いターゲット層への広告・PR 

 

【商店のサービス・価格】 

■セレクトショップが多いので高そう 

■総曲輪や中央通りは昔夜中でも、遅くまで、８時く

らいまでは夜店をやっていた。日常的に、そこに住

んでお店をやっていた。そこで戸をたたけばお店が

開いた。だから活気があったのだ。 

 

 

閉店時間の延長、それと合わせたコミュニティバ

スなどの運行時間の延長 

 

【バス停のアメニティ】 

■バス停は屋根がないから傘をさしてならぶのが厳

しい。また椅子があった方がよい。 

 

バスシェルターの設置 
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４．連携事業の提案 

 

商業者・交通事業者・行政機関等が連携して進める事業として、以下を提案する。 

● 商店街と公共交通機関における共通ポイントの導入と共通 IC カードの発行 

● 電停・バス停における広告物・QR コードの掲示による情報の受発信と広告収入を使った

電停・バス停の整備・メンテナンス 

 
（１）連携事業の導出 

前章において抽出された、市民ニーズと関係機関の意識のギャップを解消するために対

応すべき事項を踏まえると、富山市の中心市街地の活性化に向けて、各個店の魅力を高め

たり、立地する都市機能の見直しを図ったり、必要な基盤整備を進めるなどの取組みが必

要となるのは言うまでもないが、その他に、中心市街地に関わるプレイヤー（商業者・交

通事業者・行政機関等）が連携して進める事業（以下、連携事業）として、下図の 2 つが

導出される。 
 

図表 連携事業の導出 
 

中心市街地で対応せねばならな

いこと 

 

市民ニーズを考慮したサービス

レベルの向上 

 

共通ポイントシステム等の利用

しやすい仕組みの構築 

 

各商店の個性などの「強み」の十

分な活用 

 

来街者が街の情報を自由に取り

出せる仕掛けづくり 

 

バスシェルターの設置 

 

休憩所、老舗の誘致など高齢者を

ターゲットとした空間づくり 

連携事業の提案 
 

 

 商店街と公共交通機関における共通ポイントの 

導入と共通 IC カードの発行 

 
電停・バス停における広告物・QR コードの掲示 

 による情報の受発信と広告収入を使った電停・バス 

停の整備・メンテナンス 

 

このような連携事業により、中心市街地の魅力が向

上するだけでなく、商店主の意識啓発や商店街相互

の連携強化のきっかけとなるものと考えられる。 
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また、連携事業の提案にあたっては、「富山市における鉄軌道の活性化による公共交通を中

心とした地域づくり検討会」における議論も参考とした。 
 
参考：国土交通省調査における検討 ～富山市における鉄軌道の活性化による公共交通を

中心とした地域づくり検討会での意見～ 

・例えば IC カードや情報提供のように、情報技術を活用して公共交通の利用促進を行う

ことなどがあげられる。これらは個別の取組みとしてではなく、システム全体として

整備することで公共交通全体のポテンシャルが上がる。また単独の交通事業者のもの

ではなく、共通のインフラストラクチャーをつくるしくみを考える必要がある。具体

的には、携帯電話や病院での待ち合い室でもバスなどの接近表示の整備や商店街との

連携、バスの定時性確保（料金収受の時間短縮）等のための IC カードの導入が考えら

れる。これらを共通の課題として別途示すと良い。 
・商業と交通の連携について、2,000 円以上買えば鉄軌道とバスが利用できる共通乗車

券はすでにある。それを発展させていくためのアイディアがあれば聞かせて欲しい。

・富山市では、おでかけ交通を利用して中心市街地で買物をすると市内 70 店舗で商品の

割引サービスを受けることができる事業を実施している。問題はすべての店舗が協力

してくれるわけではないことである。単に安くするだけではなく街に来てもらうメリ

ットを考えていく必要がある。 

資料：富山市における鉄軌道の活性化による公共交通を中心とした地域づくり検討会資料 
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（２）提案事業の概要 
①提案内容 

Ａ：商店街と公共交通機関における共通ポイントの導入と共通 IC カードの発行 

 市電、LRT、路線バス、コミュニティバス「まいどはや」等と商店街で共通で使え

るポイントシステムを導入し、共通 IC カードで一元化を図る1。 

 現状での共通乗車引換券によるシステムは若干複雑であり、かつ 2,000 円以上いく

ら購入しても100円分しか券が貰えないという点に不満がある、との声も聞かれた。

ポイントシステムとすれば、連続のポイントとなるので分かりやすく、利用度もア

ップすると考えられる。 

 また、IC カードまでいかずとも、まず商店街のスタンプカードを統一し、そのポイ

ントと乗車券とを引き替えられるようにするだけでも一定の効果があると考えら

れる。共通 IC カード導入の前段階として、モデル事業としてまず現在の共通乗車

券加盟店を中心としたスタンプカードの統一を行い、その効果を検証しながら徐々

に IC カードの本格導入を図る、といったステップが考えられる。 

 最終的には商店街の買い物で貯まったマイレージポイントで公共交通機関を利用

でき、逆に公共交通機関の利用で貯まったマイレージを商店街で利用できる、とい

った双方向のシステムとし、商店街の利用と自動車から公共交通機関へのシフトを

一体的に図るものとする。 

 

 

・ 現状では、中心市街地の各個店で顧客に対するスタンプサービス等を実施しており、

集積のメリットが十分に図られていないため、まずは、商店街で共通で利用するこ

とができるポイントの導入を図る。 

・ 次に、そのポイントをマイレージポイントのように、公共交通機関の運賃としても

利用できるようにする。また、逆に、公共交通機関の利用により、マイレージポイ

                                                  
1 【IC カード導入事例】経営再建中の高松琴平電気鉄道は、読み取り機にかざすだけで運

賃支払いが可能な非接触 IC カードを 2005 年 2 月より利用開始。琴電全線の 50 駅と子会

社コトデンバスの路線バス 72 台で使える。IC カードの乗車履歴を活用した回数割引や鉄

道・バスの乗り継ぎ割引も始める。 投資額は 9 億 2,500 万円。国や香川県、沿線市町から

計 5 億 3,500 万円の補助を受ける。 IC カード利用者には 1 カ月間の乗車回数が増えるほど

運賃の割引率を高くする。一般カードの場合、鉄道の利用回数が 11 回以上だと 1 割引き、

51 回以上なら 3 割引になる。学生・高齢者向けカードは更に割引率を高める。1 枚のカー

ドで同日中に電車とバスを乗り継ぐ場合は運賃を 20 円割り引く。 
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ントが蓄積され、そのポイントが中心市街地内の商店街でも利用できるようにする2。 

・ ポイントシステムとすれば、連続のポイントとなるので分かりやすく、公共交通機

関の利用度も向上し、中心市街地への来街のきっかけになると考えられる。 

中心市街地の
商店街

（ ）公共交通 バスや路面電車 

共通ICカードで
、お客さんが増え 

商店街が活性化

●公共交通に乗って貯まった
　ポイントで買物ができる

、●普段 公共交通を利用して
　いる人が商店街に来るよう
　になります

●商店街の買物でもらった　
　サービスポイントで公共交
　通に乗れる
●お客さんは商店街へのアク
　セスが便利になります

共通ICカード

共通ICカード

 
 

この連携事業に対して、市民へのグループインタビューにおいても、複数のスタンプを

一元化することにより煩雑さがなくなる、現状の共通乗車券の仕組みよりも連続的にポイ

ントがたまる仕組みがよい、といった前向きな評価が聞かれた。ただし、合わせて公共交

通の利便性を向上させるべきとの指摘もあった。 

 
【市民の声】 

・複数のスタンプが一元化されてよい。 
・富山市では商店街で指定されたお店で 2,000 円以上の買い物をすると、コミュニティバ

スや市電の割引が受けられるチケットを貰えるという仕組みがあるが、大和デパート等

では 10,000 円以上買い物をする場合も多く、現状ではそれでも１枚しかチケットが貰え

ない。しかしこうしたポイント制にすれば、連続的にポイントが貯まる仕組みになるの

で助かる。 
・IC カードのような大がかりな取組みでなくても、スタンプラリーのようなもっと簡易に

できる形態でもよい。 
・IC カード導入自体はよい取組みだが、あわせて公共交通の利便性をアップしないと利用

する気にならない。 

 
                                                  
2 【商店街 IC カード導入事例】熊本市上通商店街では、電子マネーEDY による決済を導

入している。お店のレジ横にある EDY カード読み取り装置は月 2,000 円のリースで，これ

は各商店が負担する。さらに，各商店はEDY利用の取引ごとに一律4％を手数料としてEDY
の運営会社であるビットワレット社に支払うことになっている。 
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また、交通事業者もこの連携事業に対しては前向きな姿勢を示している。富山ライトレ

ールは IC カードの導入を決定しており、ポイント制を導入して商店街等と連携することの

メリットを意識している。また、富山地方鉄道も将来的には導入する必要があると考えて

いる。 
一方、導入についての課題の１つとしてプリペイドカード法（前払式証票規制法）によ

る規制が挙げられる3。これは消費者保護のため盛り込まれた規定であるが。この規定は、

カード発行体は未使用分のカードの総額の半額を地方財務局に預けておく（供託しておく）、

というものである。カード発行体の企業が倒産した場合、使用されなかった各カードの価

値の損失は消費者側が負う可能性がある。そこで消費者を保護するため、カード発行体は

未使用金額の半分をあらかじめ財務局に預けておき、もしもの際に発行体、消費者の双方

で未使用金の負担を半々に分け、消費者を保護するという仕組みになっている。これは消

費者保護のための規制ではあるが、実際に導入する事業者にとってこの供託金は大きな負

担となる可能性がある。そのため、この事業を立ち上げる際には、複数の交通事業者、商

店街が連携し、供託金を負担できる仕組みについて十分に協議、検討する必要がある。し

たがって、IC カードの本格導入の前に、まず共通ポイントシステムを導入するモデル地区

を設定し、そこで効果を実証した上で、幅広く関係機関の協力を取り付けるよう協議して

いくことが有効であると考えられる。 
 
連携事業に対する交通事業者の意向（ヒアリング調査結果より） 

【富山ライトレール】 

・富山ライトレールとしての IC カードの導入は決定している。現在、ポイント制にするか、

割引制にするかは決まっていない。ポイント制にすると、こうした商店街との連携がで

きることは承知しており、将来的にはこうしたことも考慮する必要がある。 
・IC カードの導入にあたっては、誰が中心になって処理を行い、費用を負担するかのスキ

ームが重要。EDY ならビットワレット社が４％の手数料で対応してくれるが、４％では

普通はイニシャルコストは回収できないだろう。費用負担のスキームが必要。 
・たとえば IC カードでコンビニと提携する場合、プリペイドカード法（前払式証票規制法）

の影響でお客さんがもっている金額の半分を供託しないといけない、というルールがあ

る。こうした規制が緩和されれば、もう一歩、実現に向けて踏み出すことができる。 
 

 

                                                  
3前払式証票の規制等に関する法律 第 13 条（発行保証金の供託等）「自家型発行者等は、基準日において、

その発行した前払式証票の基準日未使用残高（次条第１項の権利の実行の手続が終了した日以後の基準日

にあっては、同条第２項の公示に係る前払式証票がないものとみなして第２条第２項の規定により算出し

た額。以下この項及び第６項において同じ。）が届出基準額を超える額で政令で定める額を超えるときは、

当該基準日未使用残高の２分の１以上の額に相当する額の発行保証金を当該基準日の翌日から２月以内に

主たる営業所又は事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。」 
なお、使用期間が 6 ヶ月以内の証票の場合はこの法律の規制を受けない。 



 

Ⅰ-33 

【富山地方鉄道】 

・IC カード等は時代の流れもあり、いずれはいれないといけない仕組みと考える。ただし、

IC カードについては規格などがどう進歩していくのかが分からない面もあり、不確実性

が高い。また、利用状況が詳細に分かる等のメリットは大きいが、そのメリットが金額

換算できない。 
・住民に鉄道事業への投資が了解される状況になった場合は、IC カード等の導入ができる

のかもしれないが、鉄道事業者としては過大投資になりそうなものを進めていくことは

難しい。 
・こうした取組みを進めるためには、交通事業者と商業者などの関係者が、ざっくばらん

に話す機会を設ける必要があるだろう。 

 

なお、以下に示すように、他の関係機関もこの連携事業に対して前向きではあるが、や

はりコスト面での負担をどう分担するか、及び効果をどのように立証するかが課題である

ことが指摘されている。 
 
連携事業に対する商業者の意向（ヒアリング調査結果より） 

・どこまで広い範囲でポイントの蓄積を認めるかが問題。金沢の片町の携帯ポイントもう

まくいっていないと聞いている。ただ、マイレージを貯めている人などは多いのだから、

公共料金も含めてなんでも「貯まる」という印象を与えられれば、うまく使ってもらえ

るかもしれない。 

 

連携事業に対する TMO の意向（ヒアリング調査結果より） 

・こうした取組み自体はいま非常に強く求められていることだと思う。 
・IC カードを自前でつくるよりは、EDY との連携の方が現実性が高い。EDY との連携で

あれば、あくまで読みとり機と手数料だけの負担となるので。わざわざカードを作ると

なると商店街にとって負担だろう。 
・同様の取組みとして、今回、商店街などと協議して、4 月 1 日から実験的に「2,000 円以

上買い物をしたら、2 時間駐車料が無料になる」という仕組みを導入する（これまでは「1
時間無料」であった）。1 時間だとせわしい気持ちで買い物をしないといけないが、2 時

間であればある程度ゆっくりできる。 
・こうした取組みに対して、商店街の方の中には「果たして売上が増えるのか？」と懐疑

的なところもある。ただ、街に出てきた人が絶対に買い物をしなければいけないわけで

はなく、継続的に来てもらうことが重要。最近では商店街の組合の会費を徴収すること

すら難しくなっているが、駄目元でも効果があると信じてもらって、こうした取組みを

行ってもらうしかないと考えている。 
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連携事業に対する行政の意向（ヒアリング調査結果より） 

・サービス水準の設定が過大。いまでも４月から、実験的に「2,000 円以上の買い物で駐車

場が 2 時間無料になる（これはでは 1 時間無料）」という仕組みを入れようとしているが、

商業者はこうした負担は小さなものでも嫌がる。商業者がどこまで真剣に考えるかが鍵。

・結局、こうした取組みで街に人が増えるかどうかが問題。駐車場の実験も、通行調査で

入り込み数を計測して、検討を進めていくしかない。 

 
以上のヒアリング等の結果から、共通 IC カードを活用した連携事業についての課題を以

下に整理する。 
 

■複数の交通事業者、商店街が連携し、供託金を負担できる仕組みについて十分に協議、

検討すること。 

■あわせて、IC カードの規格の最新動向等についても情報収集を行い、適切な導入のタイ

ミングについて検討すること。 

■IC カード導入の費用分担の問題等を検討し、既存の電子マネー（EDY 等）に参画するか、

それとも新たな IC カードを導入するか、といった基本的方向性について検討すること。

特に初期の導入コストについては各個店が参加する際の障壁となる場合が多いと考えら

れるので、各個店の意向を十分に調査する必要がある。 

■IC カードの本格導入の前に、まず共通ポイントシステムを導入するモデル地区を設定し、

そこで効果を実証した上で、幅広く関係機関の協力を取り付けるよう協議していくこと。

ただし、こうした取組みは継続性が強く求められるため、ある程度長期にわたる協力を

取り付けられるよう、調整する必要がある。 
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Ｂ：電停・バス停における広告物・QR コードの掲示による情報の受発信と広告収入を使っ

た電停・バス停の整備・メンテナンス 
  

 市電、LRT、路線バス、及び「まいどはやバス」の主要な停車駅、バス停に中心市

街地の商店や商店街の広告物を掲示し、その広告収入を活用してバス停の整備、メ

ンテナンスを行う。 

 具体的には、たとえば中心部の「富山駅前」「城址公園前」「総曲輪」「西町」など

の主要駅、及び「富山大学」「みなみとやま」などポテンシャルユーザーが存在す

ると思われる駅に設置することが考えられる。 

参考図 路線バス運行図（中心部） 

 

 

 若年層からは、「ファッションビルなどでの多様なブランドの比較」や「イベント

への参加」に対するニーズが強く聞かれた。そこで、広告としては商店街で購入で

きる服飾ブランドなどを可能な限り幅広に掲載し、商店街でも様々な選択ができる

ということを PR するものも効果的と考えられる。また、花火大会などのイベント

前後にタイムリーに売り出しの広告などを入れることも必要と考えられる。 
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 さらに、同様に主要な停車駅、バス停内に QR コードによる情報受発信機能を持た

せ、中心市街地に関する情報を携帯電話を使って受発信できるようにする。 

 高齢者層からは、富山市は観光資源を有効に活用していないとの声が聞かれた。こ

うした観光資源を PR できる携帯用サイトを開設し、来街者が主要ポイントでサイ

トに飛ぶと、現地の観光資源に関する情報が提供されるシステムを構築すること

も、街の魅力を高めるために効果的と考えられる。 

 若年層のニーズに合わせ、中心市街地付近に掲示される QR コードを読みとると、

近くの商店で購入できるものがわかるようなサイトに飛ぶシステムも必要と考え

られる。現状では、「客が少なく店に入りにくい」との声が聞かれたが、このシス

テムであれば店に入らずとも商品情報が得られるため有効と考えられる。 

 

 富山市広報課が 2005 年 4 月 1 日より開始する「まちづくりデータベース事業」は

市ホームページを通じて携帯電話サイトやパソコンサイトへデジタル地図情報や

美術品情報等を発信する。２次元コードを対象施設に掲示し、それを携帯電話で読

みとると関連情報が掲載されているサイトを閲覧できるという仕組みである。 

参考 「まちづくりデータベース事業」で発信する情報 

①商店街案内情報（おでかけバス協賛店舗等の情報を写真入りで紹介） 

②美術品案内情報（ガラスミュージアム等の情報を写真入りで紹介） 

③史跡案内情報（富山城等の史跡情報を写真入りで紹介） 

④観光案内情報（観光ポイント等を写真入りで紹介） 

⑤市営駐車場案内情報（公営駐車場の場所等を紹介） 

⑥公共施設案内情報（公共施設の場所や設備等を紹介）など 

資料：市長定例記者会見（平成 17 年 3月 1日（火）） 
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 この「まちづくりデータベース事業」をベースに、QR コードによる情報の発信シ

ステムを普及させ、市民にも強く認識させていくことが重要と考えられる。 

 また、QR コードについては、情報の発信だけでなく、利用者側からも商店や観光

資源に関する口コミ情報や意見を発信できるような掲示版サイトを立ち上げ、利用

者からの情報やニーズも収集できるシステムにすることが望ましい。 

 

参考図 富山地方鉄道株式会社 運行案内 

 

参考：まちぶら 富山市中心街情報サイト http://www.machibura.com 
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・路上広告物に関する規制緩和により実現できるようになった（詳細は「連携事業を検

討する上で参考とした事例」を参照）。 

・バス停の整備からメンテナンスを一手に受ける民間事業者が存在するが、バス停整備

費が高く4、この結果広告物は国際ブランド、全国ブランドに限定されることから、地

元商店や商店街でも負担可能なスキームとする。 

・バス停における広告物と連動した車内広告5・車内アナウンス、またはラッピングバス

6による広告効果の増大を図る。あわせて、若年層などにおける、中心市街地の商店の

認知度向上を狙う。 

 

  

                                                  
4 【ビジネスモデル】バス停整備からバス停メンテナンスまでを広告収入で賄おうとするビ

ジネスを展開する民間事業者では、バスシェルターの整備に 300 万円～800 万円をかけて

いる。この場合、広告としては、国際ブランド、全国ブランドであることが前提となって

いる（詳細は「連携事業を検討する上で参考とした事例」を参照）。 
 
5 【広告費用】JR 青森・秋田：６日間、185 枚、97,500 円。JR 盛岡・青森：６日間、195
枚、47,500 円。JR 長野・甲府：６日間、240 枚、92,000 円、名古屋鉄道：２・３日間、

2,260 枚、810,000 円、JR 北陸：６日、225 枚、169,400 円、JR 四国：６日、242 枚、151,020
円。 
 
6 【ラッピング費用】函館市電ラッピング広告：6 ヶ月 600,000 円。広島電鉄ラッピング広

告：１年 4,080,000 円。鹿児島市電ラッピング広告：1 年 2,520,000 円。熊本市電ラッピン

グ広告：１年 3,000,000 円（いずれも申請手数料・保険料等が別途必要）。 
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本連携事業に対して、市民へのグループインタビューにおいても、街の魅力を発揮でき

る、このような屋根付きのバス停が増えてほしい、広告が入っていても抵抗はない、とい

った前向きな評価が聞かれた。ただ、一方で QR コードを街中で撮影するのは恥ずかしい、

サイトを見やすく工夫する必要がある、といった課題点も見出された。 
 

【市民の声】 

・QR コードはとても面白い。尾道は猫がたくさんあっていろいろ探せる。こうしたことで

町の魅力が出せると思う。 
・携帯電話の取組みは、面白いが、QR コードを撮影するのは、街中でやるのは恥ずかしい

かもしれない。 
・携帯だと見づらいので、ページを見やすく作る必要がある。 
・今のバス停は屋根がないから傘をさしてならぶのが厳しい。このようなバス停が多くあ

ったほうがいい。 
・広告が入っていても抵抗はない。むしろ、見ていて楽しい。ラッピング広告も楽しい。

 
本連携事業に対する関係機関の意向は以下の通りであり、基本的に商業者・交通事業者、

TMO とも前向きな意向を示している。ただし、課題として、「街のデザインと合わせたト

ータルデザインとする必要性」、「雪の多い地域であるため、４本柱のシェルターとする必

要がある」「広告費として 2 万～5 万円ならば現実的であるが、10 万円以上ならば補助が必

要」といった点が挙げられた。 
なお、QR コードについては前述のように富山市の広報課が携帯向けのサイトを立ち上げ、

個店の基本情報や観光情報などを提供する取組みを始める。こうした取組みと交通事業者、

商店などがより緊密に連携し、ポータルサイト同士の連携も進めることによって、利用者

にとっても分かりやすいシステムとすることが重要である。 
 
連携事業に対する交通事業者の意向（ヒアリング調査結果より） 

【富山ライトレール】 

・こうしたシェルターのような形、広告スペースとして活用できる形は検討している。 
・街のデザインと合わせてトータルデザインとしていく必要がある。広告にも基準が必要。

・美しくクオリティが高いことが大前提だろう。活性化に直接繋がるかどうか分からない

が、地域のランドマークとしてイメージ向上が図れる。 
【富山地方鉄道】 

・西町の電停については今度屋根がつく。こうした仕組みも実現していく必要性があると

考える。 
・富山だと雪の問題があるので片持ちのシェルターは厳しい。4 本柱がしっかり立ったもの

が必要だろう。 
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連携事業に対する商業者の意向（ヒアリング調査結果より） 

・月額 20,000～50,000 円程度の広告費なら現実的である。 
・実際に広告するコンテンツがある人に手を挙げさせる、あるいは商店街全体として広告

を出す、両方が考えられる。 
・季節によってはイベントの広告を打ちだすことも考えられる。 
・総曲輪通りの商店でも、おそらく月額 10 万円といった額であったら広告は出せない。も

しそのくらいの額だとしたら、商店街組合か行政からの補助が必要ではないか。 

 
連携事業に対する TMO の意向（ヒアリング調査結果より） 

・今度、富山市の広報課が携帯向けのサイトを立ち上げる。商店街の個店の基本情報（販

売しているもの等）、地図情報などが提供される。各個店の前に QR コードを張り、そこ

で情報を得られるようにする形になっている。 
・QR コードは各個店のチラシに使えるとよい。フリーのソフトをダウンロードすれば、自

分でも簡単に作れる。 
・サイトをいくらきちんと作っても、アクセスしてもらわないと意味がない。いまいくつ

かある「まちぶら」などの地域情報ポータルサイトを連携させて、利用しやすいものと

していきたい。 
・携帯がもう少し安価にならないと実現しにくいのではないか。また、高齢者が理解しや

すい仕組みでないと難しい。 

 

連携事業に対する行政の意向（ヒアリング調査結果より） 

・広告を打つのは１つの手だが、どの程度の広告ユーザーがいるのかが懸念される。北陸、

北電のような大企業は広告を出せるが、個店は難しいのではないか。しかも一箇所だけ

に広告しても仕方ないので、費用もかさむのでは。交通事業者側も、電停によって広告

費に差をつけるだろう。 

 
今後は、まず、交通事業者と商業者等が一同に会する場を設け、バス停・電停への広告

費負担の現実性、広報課の携帯電話向けサイトをベースとした地域情報発信の更なる可能

性などについて、相互に協議することが現実的である。 

また、電停・バス停への広告掲示については、街の景観とも深く関連するものであるた

め、市民も含めた幅広い関係機関からそのデザインの基準づくりなどについて意見聴取す

る機会を設ける必要がある。 
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（３）連携事業の実現・推進に向けた課題 

各連携事業において、この実現に向けてまず実施すべき事項を再度整理すると下表の通

りである。 
 
連携事業 連携事業実現に向けてまず実施すべき事項 

商店街と公共交通機

関における共通ポイ

ントの導入と共通 IC

カードの発行 

今後は、IC カードの規格の動向などを勘案しながら、IC カード導入

の費用分担の問題等を検討し、既存の電子マネー（EDY 等）に参画す

るか、それとも新たな IC カードを導入するか、といった基本的方向

性について関係機関で議論する必要がある。その上で、本格導入まで

のプロセスとして、まずモデル的な地区を設け、そこで実験的に共通

ポイント制によるマイレージシステムを導入し、来街者数や売上に対

して効果があるか、効果がないとすれば、どのように改善していけば

効果があるかを十分に検討する必要がある。そこで効果を実証した上

で、幅広く関係者に協力を求め、本格導入に移していくことが望まし

い。 

電停・バス停におけ

る広告物・QR コード

の掲示による情報

の受発信と広告収

入を使った電停・バ

ス停の整備・メンテ

ナンス 

今後は、まず、交通事業者と商業者等が一同に会する場を設け、バス

停・電停への広告費負担の現実性、広報課の携帯電話向けサイトをベ

ースとした地域情報発信の更なる可能性などについて、相互に協議す

ることが現実的である。 
また、電停・バス停への広告掲示については、街の景観とも深く関連

するものであるため、市民も含めた幅広い関係機関からそのデザイン

の基準づくりなどについて意見聴取する機会を設ける必要がある。 
 
これまでみた通り、いずれの連携事業に対しても、商業者・交通事業者ともに積極的な

意向を示している。また、実現に向けた素地となりえる既存の取組みや計画が存在するこ

とを勘案すれば、実現可能性も高いものと評価できる。しかし、両主体の意向をみるに、

連携事業の実現に向けては、定期的な協議が必要な状況となっており、現状ではこのよう

な協議の場は設けられていない。 
事業の内容や進め方を具体化し、早期実現につなげるためには、行政や商工会議所とい

った関係機関との協議も必要となることから、彼等が一同に会し、中心市街地の活性化に

向けて相互に連携すべき事項について共有・協議できる場を確保することが求められる。 
 




